
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

年

金

介
護
保
険

日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

２０
歳
か
ら
６０
歳
ま
で
の
す
べ

て
の
方
は
、
公
的
年
金
に
加

入
し
ま
す

国
民
年
金
は
す
べ
て
の
公
的
年

金
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。
日

本
国
内
に
お
住
ま
い
の
２０
歳
か
ら

６０
歳
ま
で
の
方
は
、
公
的
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
入
者
は
職
業
な
ど
に
よ
っ
て

３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
や
保

険
料
の
納
付
方
法
が
違
い
ま
す
。

結
婚
や
就
職
、
転
職
な
ど
で
加
入

す
る
グ
ル
ー
プ
が
変
わ
っ
た
と
き

は
、
２
週
間
以
内
に
手
続
き
を
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◎

第
１
号
、
第
２
号
、
第
３
号

の
被
保
険
者
期
間
（
保
険
料
納

付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期

間
）
を
合
計
し
て
、
２５
年
で
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
納
付

済
期
間
が
４０
年
（
２０
歳
〜
６０
歳
）

で
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎

国
民
年
金
は
、
２０
歳
か
ら
６０

歳
ま
で
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
希
望
す
れ
ば
６５

歳
ま
で
の
間
、
任
意
加
入
が
で

き
ま
す
。

６０
歳
ま
で
に
２５
年
の
受
給
資
格

期
間
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
な
い
方

は
、
任
意
加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
４０
年
（
４
８
０

月
）
の
納
付
済
期
間
が
な
い
た
め
、

老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
受
け
取
れ

な
い
場
合
は
、
受
給
額
を
満
額
に

近
づ
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

退
職
さ
れ
た
方
は
、

国
民
年
金
の「
種
別
変
更
」の

届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
の
加
入
者
は
、
職
業

な
ど
の
違
い
に
応
じ
て
、
第
１
号

被
保
険
者
・
第
２
号
被
保
険
者
・

第
３
号
被
保
険
者
の
３
つ
の
「
種

別
」
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い

た
方
は
、
第
２
号
被
保
険
者
で
し

た
が
、
退
職
に
伴
い
被
保
険
者
の

「
種
別
」
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、

国
民
年
金
の
種
別
変
更
届
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

退
職
し
た
ら
、
す
ぐ
に
種
別
変

更
の
手
続
き
を
す
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

退
職
し
て
自
営
業
や
無
職
（
求

職
中
）
に
な
っ
た
方
は
、
第
１
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
扶
養
し
て
い
る
配
偶
者

が
い
る
場
合
は
、
配
偶
者
も
第
３

号
被
保
険
者
か
ら
、
第
１
号
被
保

険
者
に
変
わ
り
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
、
月

額
１
４
�１
０
０
円
（
平
成
１９
年
度
）

の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
必

要
で
す
。

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が

大
変
便
利
で
す
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
き
）
に
よ
り
納
め
て
い
る

方
は
、
８
月
で
仮
徴
収
が
終
了
し
、

１０
月
よ
り
本
徴
収
が
は
じ
ま
り
ま

す
。
７
月
で
確
定
し
た
年
間
保
険

料
額
か
ら
、
仮
徴
収
期
に
納
め
て

い
た
だ
い
た
保
険
料
を
差
し
引
い

た
額
を
本
徴
収
額
と
し
て
、
１０
・

１２
・
２
月
の
年
金
か
ら
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
本
年
度
よ
り
１２
月
又
は

２
月
か
ら
特
別
徴
収
が
は
じ
ま
る

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る

方
に
は
、
特
別
徴
収
が
は
じ
ま
る

お
お
む
ね
２
か
月
前
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

な
お
、
平
成
２０
年
２
月
に
納
め

て
も
ら
う
介
護
保
険
料
と
同
額
を
、

引
き
続
き
平
成
２０
年
４
月
に
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
介
護
保
険
課
総
務
管
理
係

�
９
８
５
―
４
１
１
５

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
介
護
保
険

◆
税

◆
住
民

◆
入
札

保険料の
納付は？

ご自身で納付

勤務先で納付

なし（配偶者の
制度が負担）

加入の届出は？

ご自身で役場へ
届出

勤務先が届出

配偶者（第２号）
の勤務先が届出

どんな人が？

無職・自営業者
など

会社員・公務員
など

専業主婦など

第１号

第２号

第３号

年
度

支
払
月

徴
収
区
分

１８
年
度

２
月

本
徴
収

１９
年
度

４
月

仮
徴
収

６
月

８
月

１０
月

本徴収

（年間保険料額－
仮徴収額）

１２
月

２
月

２０
年
度

４
月

仮
徴
収

10

所
得
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
っ

て
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
」

「
若
年
者
（
３０
歳
未
満
）
納
付
猶

予
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
）

・

申
請
の
手
続
き
は
、
役
場
の

国
民
年
金
の
窓
口
ま
た
は
社
会

保
険
事
務
所

・

年
金
手
帳
・
印
鑑
が
必
要
で

す
。

（
失
業
の
場
合
は
「
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
」
又
は
「
離
職
票
」

の
写
し
が
必
要
で
す
）


